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西尾市児童クラブ運営業務公募型プロポーザル実施要領 

（Ａブロック・Ｂブロック共通） 

１ 趣旨 

  西尾市内の児童クラブに通所する児童が安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を 

整え、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、子どもの健全な育成

を図るため、本業務を継続的・安定的に遂行する能力及び技術力を有する事業者と契約を締結す

る必要があることから、プロポーザル方式により契約の相手となる候補者を選定するものとする。

児童クラブ運営事業は、地域の特色にあった複数の事業者が運営することで競争原理が高まりサ

ービス向上へつながることから、２地区に分割して公募型プロポーザル方式で事業者を募集する。 

 

２ 契約条件 

（１） 業務名 

西尾市児童クラブ運営業務 

（２） 委託の内容 

別紙「西尾市児童クラブ運営業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３） 契約期間等 

・業務の履行期間は、令和７年４月１日から令和１０年３月３１日までとする。 

・契約締結の日から令和７年３月３１日までの間を準備期間とし、業務の開始準備や支援員の 

 確保等を行うものとする。また、西尾市（以下「市」という。）が開催する関係者等への説明 

 会には同席するものとする。ただし、準備期間に関する経費は受託者の負担とする。 

（４） 委託費の限度額 

   ８３４，１３０，０００円（Ａブロック）（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 ４２０，９８０，０００円（Ｂブロック）（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※ 本業務は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第３項第２号に規定する第二種社

会福祉事業であり、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第６条第１項に規定する消費税

非課税事業に該当する。 

（５） その他 

    業務提案に基づく見積額は、契約時に至って同じ条件の下で、その額を超えることは認めら 

   れない。なお、提案内容を勘案し委託費を決定するため、委託契約額が見積額と同じになると 

     は限らない。また、契約後、計画どおりに人員が配置されない等、運営業務の評価が著しく低 

     い場合は契約を打ち切ることがある。 また、物価や賃金などの変動により、契約時に設定した 

     人件費が適切でないと認められる場合は、人員配置計画の見直しを含めて、市と協議の上、契 

     約内容を適正化するための変更契約を締結する。 

 

３ 審査基準及び審査方法 

  市が選任する者をもって選定委員会を構成し、提出された業務提案書等の内容を総合的に評価、 

 採点し、その審査結果を基に受託先候補を決定する。 

  また、審査内容、審査結果に対する異議の申立ては、一切受け付けないものとする。 
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４ スケジュール（予定） 

募集要領等公開日 令和６年７月２９日（月） 

現地見学会申し込み受付期限 令和６年８月２日（金）正午 

現地見学会 令和６年８月６日（火）・７日（水） 

質問書及び参加資格申請書提出期限 令和６年８月９日（金） 

質問書回答期限 令和６年８月２０日（火） 

参加資格審査結果通知書発送 令和６年８月２３日（金） 

業務提案書受付期間 令和６年９月２日（月）～４日（水） 

一次審査結果通知発送 令和６年９月１１日（水） 

二次審査（プレゼンテーション）Ｂブロック 令和６年９月２０日（金） 

二次審査結果通知発送 令和６年９月２７日（金） 

二次審査（プレゼンテーション）Ａブロック 令和６年１０月４日（金） 

二次審査結果通知発送 令和６年１０月９日（水） 

  ※本スケジュールは予定であり、変更となる場合がある。 

 

５ 応募方法等 

（１）応募資格 

    プロポーザルに参加できるものは、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。なお、複数 

   の企業による共同参加は認めない。 

   ア 愛知県内に主たる営業所（本店又は支店等）を置く者であること。 

   イ 西尾市入札参加資格者名簿に搭載され、以下の営業種目分類のいずれにも該当する者 

（公告日までに搭載され、該当する者）であること。 

     大分類「03:役務の提供等」 中分類「16:その他の業務委託等」 小分類「99:その他」 

   ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

   エ 西尾市競争入札参加停止措置要綱による入札参加停止措置を受けていないこと。 

   オ 本店及び西尾市に所在する営業所等が税を滞納していない者であること。 

   カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更正手続き開始の申立てがなされて    

いない、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始の申立

てがなされていない者であること。 

   キ 西尾市が行う調達契約からの暴力団排除に関する要綱による排除措置を受けていないこ

と。 

   ク 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 

   ケ 令和３年度から令和５年度までの間に、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条 

     の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業を実施又は事業運営を受託した実績を有 

    していること。 
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（２）本業務はＡブロック・Ｂブロックの２地区に分割して事業者を募集する。分割業務のため、２

つの業務の受託候補者となることはできない。受託候補者の決定は、Ｂブロック、Ａブロック

の順に行い、Ｂブロックの受託第一候補者となった時点で、Ａブロックの業務提案書は無効と

なる。 

 

（３）現地見学会の開催 

   本事業の受託希望者を対象に、以下のとおり現地見学会を開催する。 

   ア 開催日時 

     令和６年８月６日（火）・７日（水）午前１０時から午後３時まで 

      ※詳細は後日連絡    

イ 申込方法 

    令和６年８月２日（金）正午までに「kosodate@city.nishio.lg.jp」宛てに電子メールに 

て次のとおり申し込むこと。 

   タイトルは『西尾市児童クラブ運営業務委託現地見学会について（社名）』とし、本文中に

社名、所属、参加者職・氏名、参加人数（２人までとする。）及び連絡先（電話番号・メー

ルアドレス）を記載すること。 

   ウ その他 

     要領等の資料は、各自用意し持参すること。 

 

６ 参加申込の方法 

  前記「５応募方法等（１）応募資格」を満たし、本プロポーザルに参加を希望する場合は、参加

資格申請書類を下記のとおり提出すること。 

※ Ａブロック・Ｂブロック両方参加又はＡブロック・Ｂブロックのどちらかを選択して申請す

ること。 

（１） 提出書類 

   ア 参加資格申請書（様式１） 

   イ 会社概要調書（様式２） 

    添付書類：国税、県税及び市税が課税される団体について、未納の税額がない旨の証明書 

   （直近２年分・発行日から３か月以内のもの） 

   ウ 業務実績調書（様式３） 

   エ 会社概要（会社パンフレット等任意） 

（２）提出部数 

各２部 

（３）提出方法 

西尾市役所子ども部子育て支援課（西尾市役所本庁舎１階）窓口に直接又は郵送で提出する

こと。（ただし、郵送による場合は、書留郵便又は配達証明で提出期限までに必着のこと。） 

（４）提出先 

   〒４４５－８５０１ 西尾市寄住町下田２２番地 

mailto:kosodate@city.nishio.lg.jp
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             西尾市子ども部子育て支援課子ども政策担当（西尾市役所本庁舎１階） 

（５）提出期限 

令和６年８月９日（金）午後５時（必着） 

（６） 参加資格の審査 

参加資格の有無については、提出を受けた参加資格申請書類等により、参加希望者が参加資 

格を満たしているかの審査を行い、参加資格審査結果通知を令和６年８月２３日（金）に参加資 

格申請書に記載された担当者宛に通知する。 

 

７ 質問事項の受付及び回答 

（１）質問内容 

   本プロポーザルに関する質問は、業務提案書の作成及び提出に必要な事項並びに業務に係る 

  条件に限るものとし、評価及び審査に係る質問並びに提案内容に係る質問は一切受け付けない。 

（２）質問方法 

  ア 提出方法 

   ・質疑がある場合は、令和６年７月２９日（月）から８月９日（金）までに質問書（様式４）

により電子メールで問い合わせること。 

   ・電子メールのタイトルは『西尾市児童クラブ運営業務委託に関する質問について（社名）』  

 とし、質問書を添付すること。 

 イ 提出先 

   西尾市子ども部子育て支援課 子ども政策担当  kosodate@city.nishio.lg.jp 

   電話：０５６３－６５－２１０８ 

 ウ 回答 

   令和６年８月２０日（火）までに西尾市ホームページで一括回答する。 

 エ その他 

  ・複数の質問がある場合はできるだけ１回にまとめて質問すること。 

  ・質問書を送付した場合は、必ずその旨を電話で提出先に連絡し、送受の確認をすること。質

問書が期間内に届いていない場合は、その質問は無効とする。 

 

８ 辞退届 

  参加資格申請書の提出後に、参加を辞退する場合は辞退届（様式５）を提出すること。 

（１）提出期日 

令和６年９月２日（月）午後５時（必着） 

（２）提出先及び提出方法 

  「６ 参加申込の方法」の提出と同様 

 

９ 業務提案書等の提出 

（１）Ａブロック・Ｂブロック両方参加の場合は、それぞれ提出すること。 

（２）受付期間 令和６年９月２日（月）から令和６年９月４日（水）まで 
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   午前９時から午後５時までの受付時間中に（４）に掲げる提出書類を西尾市子ども部子育て 

  支援課に持参又は郵送で提出（必着）すること。（郵送の場合は、書留郵便又は配達証明に限る。） 

（３）提出場所 

   〒４４５－８５０１ 西尾市寄住町下田２２番地 

             西尾市子ども部子育て支援課（西尾市役所本庁舎１階） 

（４）提出書類 

  ア 業務提案書（様式６及び任意様式） 

   ・業務提案書の様式等は日本産業規格Ａ４判で、用紙の向きは縦、横どちらも可 

    （Ａ３判をＡ４判サイズに折り畳み挿入することは可） 

   ・業務提案書で使用する言語は日本語、通貨は円とする。 

   ・必要に応じて、絵、図、写真等を用いて分かりやすく記載すること。 

   ① 業務実績（令和３年度から令和５年度まで） 

    ａ）放課後児童健全育成事業の運営実績（発注者、契約期間、学校数、支援の単位数、業 

務名、業務内容、契約金額）を記載すること。 

      ※実績を証明する書類を添付すること。（契約書等の写し） 

    ｂ）配置される総括管理者及び地区管理者の経歴、資格並びに放課後児童健全育成事業の     

業務の実績 

     ・総括管理者及び地区管理者の経歴及び資格（放課後児童支援員、保育士、教員等） 

      ※資格等の写しを添付すること。 

     ・総括管理者及び地区管理者の放課後児童健全育成事業業務の実績（実務経験年数等） 

   ② 児童の育成支援 

    ａ）放課後児童クラブの活動時間内における遊びや学習の体験等の実施方法の提案 

    ｂ）特別に支援を要する児童に対する育成の支援及び対応方法の提案 

   ③ 支援員等の雇用、配置及び研修指導体制等 

    ａ）支援員等の職制設定、配置体制及び代替員確保体制 

    ｂ）支援員等の継続雇用及び地域人材採用計画（現児童クラブ支援員の雇用及び処遇並び 

      に地域人材採用の優先性） 

    ｃ）支援員等の福利厚生 

    ｄ）支援員等の資質向上のための研修の機会の確保及び指導・フォロー体制 

   ④ 危機管理体制及び事務局体制 

    ａ）本業務を担当する営業所及び担当者数 

    ｂ）連絡体制（平日、休日、時間外等）、担当者不在時の対応方法、現在の手持業務の状況

及び本業務を受託した場合の専任体制 

    ｃ）準備期間から本格稼働へ移行後も円滑な運営ができる事務局体制 

    ｄ）事故発生時等（事故、けが、疾病、いじめ、虐待、誤帰宅・誤預かり等）の迅速な対応

及び予防の体制（事故の予防及び事故発生時の対応体制） 

    ｅ）保護者等からの相談体制 

   ⑤ 関係機関等との連携 
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     児童クラブの円滑な運営における学校、公的機関及び地域との連携方法の提案 

  イ 見積書（「２ 契約条件（４）委託費の限度額」（消費税非課税）以内）（任意様式） 

   ・別添仕様書の業務内容ごとに費用の内訳を詳細に記載すること。 

   ・物品について購入又は賃借の区別を記載すること。 

  ウ 工程表（任意様式） 

   ・業務開始までの準備に関する計画とスケジュール 

  エ 提案事業者概要等資料（任意様式） 

・提案事業者の業務概要 ※資本金、従業員数の記載 

・経営母体の財務健全性 

 直近３年分の財務諸表及びその状況（自己資本比率、流動比率等） 

 （５）提出部数 

   各１２部とし、各部ごとにＡ４長辺２穴左綴じでファイル等に綴じること。 

 

１０ 委託先の選定等 

（１）選定方法 

    提出された業務提案書のみを使用して、書面審査及びプレゼンテーション審査を行う。な

お、審査は非公開で行い、審査の経緯等に関する問い合わせには応じない。 

（２）審査方法 

    市が選任する者をもって選定委員会を構成し、業務提案書等の提出書類、プレゼンテーシ

ョンの内容を総合的に評価、採点し、その審査結果を基に委託先候補を決定する。 

※一次審査（書面審査） 

   ・提出された業務提案書等について、一次審査として書面審査を実施し、上位４者に対して

二次審査を行う。 

   ・一次審査の結果及び二次審査の案内については、令和６年９月１１日（水）に、業務 

    提案書等提出届に記載された担当者メールアドレス宛てに、メールで通知する。 

（３）二次審査（プレゼンテーション）開催日 

    Ｂブロック 令和６年９月２０日（金）午後 

    Ａブロック 令和６年１０月４日（金）午後 

    ※プレゼンテーションの時間はメールで後日通知する。 

（４）会場 

    Ｂブロック 西尾市役所本庁舎２階 ２１会議室（提案者控え室：２階２４相談室） 

    Ａブロック 西尾市役所本庁舎４階 ４１会議室（提案者控え室：４階４１相談室） 

（５）参加人数等 

    １提案者４人以内とする。内１人は地区管理者として従事するものとする。 

（６）説明時間 

    １提案者４０分とし、概要等説明３０分、質疑応答１０分とする。 

※概要等説明前にパソコン等機材の準備時間を５分設ける。 

※西尾市でミーティングボード「ＭＡＸＨＵＢ」を用意しますので、事前にＰＤＦデータ等を 
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子育て支援課にメールで送付しておくこと。 

（７）評価基準   別紙１のとおり 

   ア 各選定委員の評価点の合計が高いものから順位をつけ、第１位と採点した委員を最も多

く獲得した者を受託候補者、２番目に多く第１位を獲得した事業者を次点者とする。 

   イ 第１位と採点した委員が同数である場合は、その者のうち第２位をより多く獲得したも

のを優先交渉権者とする。ただし、第１位の数及び第２位の数が同数であった場合は、各選

定委員の合計点を集計した点数が高い者を優先交渉権者とする。 

   ウ 第１位及び第２位の数が同数並びに各選定委員の合計点が同点である場合は、見積額の

低い者を上位とする。ただし、見積額も同一の場合は、選定委員会の採決により選定する。 

   エ 事業者が１者の場合であっても業務提案書の審査を実施し、獲得した点数の合計が著し

く低い場合又は各項目において著しく低い点数がある場合を除き、この事業者を受託候補

者とする。 

   オ 各選定委員の平均評価点が基準点に満たない場合は、受託候補者及び次点者に選定しな

い。 

（８）審査結果の通知 

    審査結果は、提案者全員に通知する。審査結果通知後に西尾市ホームページで公開する。

なお、審査内容、審査結果に対する異議の申立ては、一切受け付けない。 

 

１１ 契約の締結及び準備期間 

（１）１０により選定された者を第一候補者として交渉を行い、契約を締結する。契約にあたっ 

  ては改めて見積書の提出を依頼する。なお、交渉が不調の場合は、評価により順位付けられ 

  た上位の者から順次交渉を行う。 

（２）受託者は、契約締結日から令和７年３月３１日までの間を準備期間とし、放課後児童健全 

  育成事業についての知識の習得や運営体制の把握、支援員等の確保、統括体制の確立等を行 

  うものとする。また、市が開催する関係者等への説明会には同席するものとする。 

   

１２ その他 

 （１）業務提案書等の作成、郵送等に要する経費はすべて提案者の負担とする。 

 （２）業務提案書提出後の修正又は変更は一切認めない。 

 （３）複数の業務提案は認めない。 

 （４）提出された書類は返却しない。 

 （５）提出された書類等は、審査及び説明のために、その写しを作成し使用することができる。 

 （６）提出された書類は本業務以外の目的には使用しない。 

 （７）採用された業務提案書の著作権は西尾市に帰属するものとする。 

 （８）次に掲げる業務提案は無効とする。 

   ア 見積金額が限度額を超える提案をした場合 

   イ 提案書類の内容に虚偽の記載があった場合 

   ウ 事業者選定委員会の委員等に働きかけ、審査の結果に影響力を行使しようとした場合 
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 （９）本案件に係る情報公開請求があった場合は、西尾市情報公開条例（平成１３年西尾市条例第

２０号）に基づき、提出書類を公開する場合がある。 

 

１３ 問合せ 

   西尾市子ども部子育て支援課子ども政策担当 

   〒445-8501 西尾市寄住町下田 22番地 

   電話：０５６３－６５－２１０８ 

   F A X：０５６３－５７－１３１４ 

   e-mail: kosodate@city.nishio.lg.jp 

 


